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(57)【要約】
【課題】並列同時受信法を高いフレームレートで行なう
こと。
【解決手段】実施形態の超音波診断装置は、送信部と、
受信部とを備える。送信部は、超音波を送信させる。受
信部は、送信された超音波の反射波のデジタル信号を用
いて、同時受信数分の複数の走査線それぞれの反射波デ
ータを生成する際、方位方向に沿って同じ深さに位置す
る各走査線のサンプル点の反射波データを生成する処理
を、深さ方向の位置を変更しながら行なう。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送信させる送信部と、
　送信された超音波の反射波のデジタル信号を用いて、同時受信数分の複数の走査線それ
ぞれの反射波データを生成する際、方位方向に沿って同じ深さに位置する各走査線のサン
プル点の反射波データを生成する処理を、深さ方向の位置を変更しながら行なう受信部と
、
　を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記受信部は、処理対象となるサンプル点の反射波データを生成する際に、生成済みの
反射波データの生成に用いたデジタル信号の中で、共通して使用可能なデジタル信号を用
いることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記受信部が反射波データの生成に用いたデジタル信号を記憶する記憶部、
　を更に備え、
　前記受信部は、処理対象となるサンプル点の反射波データを生成する際に、前記記憶部
が記憶するデジタル信号から使用可能なデジタル信号を読み出すことを特徴とする請求項
２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　超音波の送受信を行なう超音波プローブと、
　前記超音波プローブから超音波を送信させる送信部と、
　前記超音波プローブが受信した反射波のデジタル信号を用いて、同時受信数分の複数の
走査線それぞれの反射波データを生成する際、方位方向に沿って同じ深さに位置する各走
査線のサンプル点の反射波データを生成する処理を、深さ方向の位置を変更しながら行な
う受信部と、
　を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波プローブから被検体に対して超音波を送信し、被検体から反
射された信号を受信することで、超音波画像を生成表示する。ここで、超音波診断装置は
、超音波プローブが有する各振動子の位置等に応じた遅延をかけながら、各振動子が受信
した反射波信号を加算することで、超音波ビーム（受信ビーム）を形成する。デジタル式
のビーム形成（beam　forming）を行なう場合、超音波診断装置は、各振動子が受信した
反射波信号のデジタル信号を記憶するメモリから、デジタル信号を読み出すことで、受信
ビームを形成する。
【０００３】
　また、超音波診断装置では、フレームレート（時間分解能）を向上させるために、並列
同時受信法が行なわれている。並列同時受信法は、被検体に対して送信した超音波の反射
波を複数方向から同時に受信することで、単位時間当たりのデータ量を増大させる方法で
ある。
【０００４】
　従来、並列同時受信法を行なう場合、超音波診断装置は、同時受信を行なう走査線ごと
に、受信ビームを形成している。しかし、走査線ごとに受信ビームを形成すると、同時受
信数の増大に伴って、メモリからデジタル信号を読み出す回数が増大するため、受信ビー
ムの形成に要する時間が増大する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭６３－２２２７４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、並列同時受信法を高いフレームレートで行なうこと
ができる超音波診断装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の超音波診断装置は、送信部と、受信部とを備える。送信部は、超音波を送信
させる。受信部は、送信された超音波の反射波のデジタル信号を用いて、同時受信数分の
複数の走査線それぞれの反射波データを生成する際、方位方向に沿って同じ深さに位置す
る各走査線のサンプル点の反射波データを生成する処理を、深さ方向の位置を変更しなが
ら行なう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本実施形態に係る超音波診断装置の全体構成例を示す図である。
【図２】図２は、整相加算を説明するための図である。
【図３】図３は、従来の並列同時受信法におけるビーム形成の一例を示す図である。
【図４】図４は、本実施形態に係るビーム形成部の構成例を示す図である。
【図５】図５は、同時受信数が４である場合の本実施形態に係るビーム形成処理の一例を
説明するための図である。
【図６】図６は、同時受信数が８である場合の本実施形態に係るビーム形成処理の一例を
説明するための図である。
【図７】図７は、本実施形態に係る超音波診断装置の処理の一例を説明するためのフロー
チャートある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して、超音波診断装置の実施形態を詳細に説明する。
【００１０】
（実施形態）
　まず、本実施形態に係る超音波診断装置の全体構成について説明する。図１は、本実施
形態に係る超音波診断装置の全体構成例を示す図である。図１に示すように、本実施形態
に係る超音波診断装置は、超音波プローブ１と、モニタ２と、入力装置３と、装置本体１
０とを有する。
【００１１】
　超音波プローブ１は、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述する
装置本体１０が有する送信部１１から供給される駆動信号に基づき超音波を発生する。ま
た、超音波プローブ１は、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、
超音波プローブ１は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後方への超音波
の伝播を防止するバッキング材等を有する。なお、超音波プローブ１は、装置本体１０と
着脱自在に接続される。
【００１２】
　超音波プローブ１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検体
Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号とし
て超音波プローブ１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信号の
振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。なお
、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場合の反
射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存して、
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周波数偏移を受ける。
【００１３】
　入力装置３は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスクリ
ーン、フットスイッチ、トラックボール等を有し、超音波診断装置の操作者からの各種設
定要求を受け付け、装置本体１０に対して受け付けた各種設定要求を転送する。入力装置
３は、所謂、「Man-Machine　Interface」であり、例えば、超音波診断装置に対して各種
の診断モードや診断モードに付随する各種のパラメータを設定することができる。
【００１４】
　モニタ２は、超音波診断装置の操作者が入力装置３を用いて各種設定要求を入力するた
めのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１０において生成さ
れた超音波画像等を表示したりする。
【００１５】
　装置本体１０は、超音波プローブ１が受信した反射波に基づいて超音波画像を生成する
装置である。装置本体１０は、図１に示すように、送信部１１と、受信部１２と、Ｂモー
ド処理部１３と、ドプラ処理部１４と、画像生成部１５と、画像メモリ１６と、内部記憶
部１７と、制御部１８とを有する。
【００１６】
　送信部１１は、超音波プローブ１から超音波を送信させる。送信部１１は、図１に示す
ように、レートパルサ発生器１１１と、送信遅延回路１１２と、送信パルサ１１３とを有
し、超音波プローブ１に駆動信号を供給する。レートパルサ発生器１１１は、所定のレー
ト周波数で、送信超音波を形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。レートパル
スは、送信遅延回路１１２を通ることで異なる送信遅延時間を有した状態で送信パルサ１
１３へ電圧を印加する。すなわち、送信遅延回路１１２は、超音波プローブ１から発生さ
れる超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために必要な圧電振動子ごとの送
信遅延時間を、レートパルサ発生器１１１が発生する各レートパルスに対し与える。送信
パルサ１１３は、かかるレートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１に駆動信
号（駆動パルス）を印加する。
【００１７】
　駆動パルスは、送信パルサ１１３からケーブルを介して超音波プローブ１内の圧電振動
子まで伝達した後に、圧電振動子において電気信号から機械的振動に変換される。この機
械的振動は、生体内部で超音波として送信される。ここで、圧電振動子ごとに異なる送信
遅延時間を持った超音波は、集束されて、所定方向に伝搬していく。すなわち、送信遅延
回路１１２は、各レートパルスに対し与える送信遅延時間を変化させることで、圧電振動
子面からの送信方向を任意に調整する。
【００１８】
　なお、送信部１１は、後述する制御部１８の指示に基づいて、所定のスキャンシーケン
スを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を有している
。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ型の発信回
路、または、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
【００１９】
　超音波プローブ１が送信した超音波の反射波は、超音波プローブ１内部の圧電振動子ま
で到達した後、圧電振動子において、機械的振動から電気的信号（反射波信号）に変換さ
れ、受信部１２に入力される。受信部１２は、図１に示すように、プリアンプ１２１と、
Ａ／Ｄ変換器１２２と、第１メモリ１２３と、ビーム形成部１２４とを有し、超音波プロ
ーブ１が受信した反射波信号に対して各種処理を行なって反射波データを生成する。
【００２０】
　プリアンプ１２１は、反射波信号をチャンネルごとに増幅してゲイン調整を行なう。Ａ
／Ｄ変換器１２２は、ゲイン補正された反射波信号をＡ／Ｄ変換することでゲイン補正さ
れた反射波信号をデジタル信号に変換する。そして、Ａ／Ｄ変換器１２２は、デジタル信
号を第１メモリ１２３に格納する。なお、第１メモリ１２３は、振動子ごと（或いは、チ



(5) JP 2014-3993 A 2014.1.16

10

20

30

40

50

ャンネルごと）にデジタル信号を記憶する。
【００２１】
　ビーム形成部１２４は、整相加算を行なって、反射波信号の受信指向性に応じた方向か
らの反射成分が強調された超音波ビーム（受信ビーム）を形成する。具体的には、ビーム
形成部１２４は、第１メモリ１２３が記憶するデジタル信号に受信指向性を決定するため
に必要な受信遅延時間を与える。そして、ビーム形成部１２４は、受信遅延時間が与えら
れたデジタル信号の加算処理を行なって反射波データ（受信ビーム）を生成する。以下、
図２を用いて、上記の整相加算について説明する。図２は、整相加算を説明するための図
である。
【００２２】
　図２に示すように、被検体Ｐ内の反射源Ｒで反射された超音波（反射波）は、超音波プ
ローブ１が有する複数の振動子それぞれに到達する。振動子は、受信した反射波をアナロ
グの電気信号に変換する。そして、図２に示すように、振動子ごと（或いは、チャンネル
ごと）に設置されたＡ／Ｄ変換器１２２は、アナログの電気信号（ゲイン補正済みのアナ
ログ信号）をデジタル信号に変換する。ここで、図２に示すように、各振動子と反射源Ｒ
との距離が異なる。このため、反射源Ｒからの反射波が各振動子に到達する時間には、振
動子間で差が生じる。そこで、遅延器としてのビーム形成部１２４は、図２に示すように
、デジタル信号に、上述した受信遅延時間をかける。受信遅延時間は、デジタル信号を出
力したＡ／Ｄ変換器１２２に対応する振動子（或いは、チャンネル）の位置、超音波ビー
ムの送信方向等に応じて設定される。そして、加算器としてのビーム形成部１２４は、図
２に示すように、遅延がかけられたデジタル信号を加算する。これにより、受信ビームが
形成される。
【００２３】
　ここで、デジタル式のビーム形成（beam　forming）を行なうビーム形成部１２４は、
第１メモリ１２３から、受信遅延時間に応じた位置に記憶されている各振動子（或いは、
各チャンネル）のデジタル信号を読み出す。そして、ビーム形成部１２４は、読み出した
デジタル信号を加算することで、受信ビームを形成する。１本の走査線での反射波データ
（受信ビーム）は、複数のサンプル点（例えば、１０２４個のサンプル点）それぞれの加
算データから構成される。
【００２４】
　このように、送信部１１及び受信部１２は、超音波の送受信における送信指向性と受信
指向性とを制御する。例えば、送信部１１は、後述する制御部１８のスキャン制御機能に
より、超音波ビームの送信時に用いる圧電振動子の数及び位置（送信開口）等を制御する
ことで、送信指向性を与える。送信部１１は、送信開口を制御することで、走査方向にお
ける超音波ビームの中心軸の位置を決定する。また、受信部１２は、後述する制御部１８
のスキャン制御機能により、反射波ビームの受信時に用いる圧電振動子の数及び位置（受
信開口）等を制御することで、受信指向性を与える。受信部１２は、受信開口を制御する
ことで、超音波プローブ１にて受信される反射波ビームの位置を決定する。
【００２５】
　図１に戻って、Ｂモード処理部１３は、受信部１２から反射波データを受信し、対数増
幅、包絡線検波処理等を行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモー
ドデータ）を生成する。
【００２６】
　ドプラ処理部１４は、受信部１２から受信した反射波データから速度情報を周波数解析
し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、パワー
等の移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００２７】
　Ｂモードデータは、走査範囲の各走査線上で設定された複数のサンプル点それぞれに位
置する反射源の反射強度に応じた輝度値が割り当てられたデータとなる。また、ドプラデ
ータは、各走査線上で設定された複数のサンプル点それぞれに、血流情報（速度、分散、
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パワー）の値に応じた輝度値が割り当てられたデータとなる。
【００２８】
　画像生成部１５は、Ｂモード処理部１３及びドプラ処理部１４が生成したデータから超
音波画像データを生成する。すなわち、画像生成部１５は、Ｂモード処理部１３が生成し
たＢモードデータから反射波の強度を輝度にて表したＢモード画像データを生成する。ま
た、画像生成部１５は、ドプラ処理部１４が生成したドプラデータから移動体情報を表す
ドプラ画像データを生成する。ドプラ画像データは、速度画像データ、分散画像データ、
パワー画像データ、又は、これらを組み合わせた画像データである。
【００２９】
　ここで、画像生成部１５は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビ等に代
表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示用の
超音波画像データを生成する。具体的には、画像生成部１５は、超音波プローブ１による
超音波の走査形態に応じて座標変換を行なうことで、表示用の超音波画像データを生成す
る。また、画像生成部１５は、スキャンコンバート以外に種々の画像処理として、例えば
、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均値画像を再生成する
画像処理（平滑化処理）や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理（エッジ強調処理）
等を行なう。また、画像生成部１５は、超音波画像データに、種々のパラメータの文字情
報、目盛り、ボディーマーク等を合成する。
【００３０】
　すなわち、Ｂモードデータ及びドプラデータは、スキャンコンバート処理前の超音波画
像データであり、画像生成部１５が生成するデータは、スキャンコンバート処理後の表示
用の超音波画像データである。なお、Ｂモードデータ及びドプラデータは、生データ（Ra
w　Data）とも呼ばれる。
【００３１】
　画像メモリ１６は、画像生成部１５が生成した表示用の画像データを記憶するメモリで
ある。また、画像メモリ１６は、Ｂモード処理部１３やドプラ処理部１４が生成したデー
タを記憶することも可能である。画像メモリ１６が記憶するＢモードデータやドプラデー
タは、例えば、診断の後に操作者が呼び出すことが可能となっており、画像生成部１５を
経由して表示用の超音波画像データとなる。
【００３２】
　内部記憶部１７は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行なうための制御プログラ
ムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見等）や、診断プロトコルや各種ボディー
マーク等の各種データを記憶する。また、内部記憶部１７は、必要に応じて、画像メモリ
１６が記憶する画像データの保管等にも使用される。
【００３３】
　制御部１８は、超音波診断装置の処理全体を制御する。具体的には、制御部１８は、入
力装置３を介して操作者から入力された各種設定要求や、内部記憶部１７から読込んだ各
種制御プログラム及び各種データに基づき、送信部１１、受信部１２、Ｂモード処理部１
３、ドプラ処理部１４及び画像生成部１５の処理を制御する。例えば、制御部１８は、ビ
ーム数やフレーム数、フレームレート等に応じて、送信部１１及び受信部１２に繰り返し
周波数や送受信位置情報等を提供することで、スキャン制御及び画像生成制御を行なう。
また、制御部１８は、画像メモリ１６が記憶する超音波画像をモニタ２に表示するように
制御する。
【００３４】
　以上、本実施形態に係る超音波診断装置の全体構成について説明した。かかる構成のも
と、本実施形態に係る超音波診断装置は、並列同時受信法により超音波画像の撮影を行な
う。本実施形態に係る送信部１１及び受信部１２は、制御部１８のスキャン制御機能によ
り、並列同時受信法を実行する。並列同時受信法は、フレームレート（時間分解能）を向
上させるための撮影法である。具体的には、並列同時受信法では、被検体Ｐの所定方向に
対して送信した超音波ビームの反射波ビームを所定方向に隣接した複数方向から同時に受
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信することで、単位時間当たりのデータ量を増大させる。
【００３５】
　従来、並列同時受信法を行なう場合、受信部１２は、同時受信を行なう走査線ごとに、
受信ビームを形成している。すなわち、従来の並列同時受信法におけるビーム形成では、
走査線上に沿った方向で、各サンプル点の反射波データを生成していた。ここで、走査線
上に沿った方向とは、アキシャル（axial）方向のことであり、深さ方向のことである。
しかし、走査線ごとに受信ビームを形成すると、同時受信数の増大に伴って、第１メモリ
１２３からデジタル信号を読み出す回数が増大するため、受信ビームの形成に要する時間
が増大する。以下、これについて図３を用いて説明する。図３は、従来の並列同時受信法
におけるビーム形成の一例を示す図である。なお、図３では、横方向が振動子の配列方向
であり、縦方向が超音波の送信方向（深さ方向）である。また、図３では、「ａ～ｈ」そ
れぞれは、振動子を示している。また、図３では、「０～７」それぞれは、各走査線上に
おけるサンプル点の深さ方向の位置を示している。
【００３６】
　また、以下では、例えば、振動子「ａ」を通る深さ方向に沿った走査線を「ａ列」の走
査線と記載する。また、以下では、例えば、深さ方向の位置「０」を通る横方向（方位方
向：lateral　direction）に沿った線を「０行」と記載する。また、以下では、例えば、
「ａ列」のデジタル信号の中で、「０行」の位置に相当するデジタル信号を「ａ０」信号
と記載する。また、以下では、例えば、走査線「ａ列」における「０行」のサンプル点を
「ａ列０行」のサンプル点と記載する。また、以下では、例えば、「ａ列０行」のサンプ
ル点における整相加算後のデータ（反射波データ）を「ａ０」データと記載する。
【００３７】
　また、図３では、同時受信数が「４」である場合を示している。図３では、「ｄ列」及
び「ｅ列」の中心方向を中心軸とする超音波ビーム（図中の下向きの矢印を参照）を送信
することで、「ｃ列」、「ｄ列」、「ｅ列」及び「ｆ列」それぞれの反射波データ（図中
の４本の上向きの矢印を参照）を生成する場合を例示している。
【００３８】
　まず、「ｃ列」の受信ビームを生成するために、ビーム形成部１２４は、受信開口の振
動子「ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ」それぞれが受信した反射波信号に対応するデジタル信号を用
いる。まず、図３に示すように、ビーム形成部１２４は、「ｃ０」データを生成するため
に、「ｃ列０行」のサンプル点と受信開口の振動子との距離に基づいて、「ａ３」信号、
「ｂ１」信号、「ｃ０」信号、「ｄ１」信号及び「ｅ３」信号それぞれを第１メモリ１２
３から読み出し、読み出した５つの信号を加算する。
【００３９】
　次に、ビーム形成部１２４は、図３に示すように、「ｃ１」データを生成するために、
「ａ４」信号、「ｂ２」信号、「ｃ１」信号、「ｄ２」信号及び「ｅ４」信号それぞれを
第１メモリ１２３から読み出し、読み出した５つの信号を加算する。
【００４０】
　次に、ビーム形成部１２４は、図３に示すように、「ｃ２」データを生成するために、
「ａ５」信号、「ｂ３」信号、「ｃ２」信号、「ｄ３」信号及び「ｅ５」信号それぞれを
第１メモリ１２３から読み出し、読み出した５つの信号を加算する。
【００４１】
　次に、ビーム形成部１２４は、図３に示すように、「ｃ３」データを生成するために、
「ａ６」信号、「ｂ４」信号、「ｃ３」信号、「ｄ４」信号及び「ｅ６」信号それぞれを
第１メモリ１２３から読み出し、読み出した５つの信号を加算する。ビーム形成部１２４
は、上記の処理を、ｃ列の全てのサンプル点を行なうことで、「ｃ列」の受信ビーム（反
射波データ）を生成する。
【００４２】
　「ｃ列」の反射波データを生成した後、ビーム形成部１２４は、「ｄ列」の反射波デー
タ、「ｅ列」の反射波データ、「ｆ列」の反射波データを順次生成する。
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【００４３】
　ここで、図３に例示した場合においては、１つのサンプル点における反射波データが５
つのデジタル信号を加算することで生成される。すなわち、従来では、ビーム形成部１２
４は、１つのサンプル点のデータを生成するために、第１メモリ１２３に５回アクセスし
て５つのデジタル信号を読み出す必要がある。
【００４４】
　ここで、１本の走査線上のサンプル点の数が「１０２４」であるとすると、ビーム形成
部１２４は、１本の反射波データを生成するために第１メモリ１２３に「５×１０２４」
回アクセスして「５×１０２４」個のデジタル信号を読み出す必要がある。更に、同時受
信数「４」である場合、ビーム形成部１２４は、１回の超音波送信で４つの反射波データ
を生成するために、第１メモリ１２３に「５×１０２４×４＝２０４８０」回アクセスし
て「２０４８０」個のデジタル信号を読み出す必要がある。
【００４５】
　また、１フレーム分の反射波データを生成するために、送信開口は、順次移動される。
このため、例えば、同時受信数「４」で、合計８本の反射波データを生成するためには、
ビーム形成部１２４は、第１メモリ１２３に「５×１０２４×８＝４０９６０」回アクセ
スして「４０９６０」個のデジタル信号を読み出す必要がある。更に、同時受信数「４」
で、合計１６本の反射波データを生成するためには、ビーム形成部１２４は、第１メモリ
１２３に「５×１０２４×１６＝８１９２０」回アクセスして「８１９２０」個のデジタ
ル信号を読み出す必要がある。
【００４６】
　しかし、第１メモリ１２３からデジタル信号を読み出すには、一定の時間を要する。特
に、近年、技術の進歩により、同時受信数は増大しており、単位時間当たりに生成しなけ
ればならないビーム数が増大している。しかし、図３を用いて説明したように、深さ方向
でビーム形成を行なう従来法では、サンプル点当たりでのアクセス回数が一定であるため
、単位サンプル点の反射波データを生成する時間は、どの位置のサンプル点であっても一
定となる。従って、従来法では、同時受信数の増大に比例して、デジタル信号の読み出し
に要する時間も増大する。その結果、従来では、同時受信数の増大に比例してビーム形成
に要する時間が増大し、並列同時受信法を高いフレームレートで行なうことが困難となっ
ていた。
【００４７】
　そこで、本実施形態に係る受信部１２が有するビーム形成部１２４は、並列同時受信法
を高いフレームレートで行なうために、以下に説明する処理により並列同時受信法を実行
する。図４は、本実施形態に係るビーム形成部の構成例を示す図である。図４に例示する
ように、本実施形態に係るビーム形成部１２４は、内部メモリである第２メモリ１２４１
と、受信遅延加算回路１２４２とを有する。受信遅延加算回路１２４２は、図２を用いて
説明したように、受信遅延時間を用いた遅延により、整相加算を行なう回路である。
【００４８】
　本実施形態に係る受信遅延加算回路１２４２は、超音波プローブ１が受信した反射波の
デジタル信号を用いて、同時受信数分の複数の走査線それぞれの反射波データを生成する
。ただし、本実施形態に係る受信遅延加算回路１２４２は、同時受信数分のビーム形成を
行なう際、方位方向に沿って同じ深さに位置する各走査線のサンプル点の反射波データを
生成する。すなわち、本実施形態に係る受信遅延加算回路１２４２は、深さ方向でビーム
形成処理を行なう従来法とは異なり、方位方向でビーム形成処理を行なう。そして、本実
施形態に係る受信遅延加算回路１２４２は、方位方向でのビーム形成処理を、深さ方向の
位置を変更しながら行なう。
【００４９】
　ここで、本実施形態に係る受信遅延加算回路１２４２は、処理対象となるサンプル点の
反射波データを生成する際に、生成済みの反射波データの生成に用いたデジタル信号の中
で、共通して使用可能なデジタル信号を用いる。かかる処理を行なうため、第２メモリ１
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２４１は、受信遅延加算回路１２４２が反射波データの生成に用いたデジタル信号を記憶
する。そして、受信遅延加算回路１２４２は、処理対象となるサンプル点の反射波データ
を生成する際に、内部メモリである第２メモリ１２４１が記憶するデジタル信号から使用
可能なデジタル信号を読み出す。
【００５０】
　本実施形態では、方位方向でビーム形成処理を行なうことで、デジタル信号の読み出し
回数を減少させる。これにより、本実施形態では、反射波データに要する生成時間を早く
し、フレームレートを向上させる。以下、本実施形態に係るビーム形成処理の一例につい
て、図５及び図６を用いて説明する。図５は、同時受信数が４である場合の本実施形態に
係るビーム形成処理の一例を説明するための図である。また、図６は、同時受信数が８で
ある場合の本実施形態に係るビーム形成処理の一例を説明するための図である。なお、以
下では、図３を説明する際に用いた用語の定義を用いて、図５及び図６の説明を行なう。
【００５１】
　図５に示すように、受信遅延加算回路１２４２は、方位方向に沿ってサンプル点のデー
タを生成するため、４ビーム同時受信の「０行」の「ｃ０」データ、「ｄ０」データ、「
ｅ０」データ及び「ｆ０」データの生成を行なう。
【００５２】
　まず、図５に示すように、受信遅延加算回路１２４２は、「ｃ０」データを生成するた
めに、「ｃ列０行」のサンプル点と受信開口の振動子との距離に基づいて、「ａ３」信号
、「ｂ１」信号、「ｃ０」信号、「ｄ１」信号及び「ｅ３」信号それぞれを第１メモリ１
２３から読み出し、読み出した５つの信号を加算する。また、受信遅延加算回路１２４２
は、読み出したデジタル信号を第２メモリ１２４１に格納する。
【００５３】
　次に、受信遅延加算回路１２４２は、図５に示すように、「ｄ０」データを生成するた
めに、「ｄ列０行」のサンプル点と受信開口の振動子との距離に基づいて、「ｂ３」信号
、「ｃ１」信号、「ｄ０」信号、「ｅ１」信号及び「ｆ３」信号それぞれを第１メモリ１
２３から読み出し、読み出した５つの信号を加算する。また、受信遅延加算回路１２４２
は、読み出したデジタル信号を第２メモリ１２４１に格納する。
【００５４】
　次に、受信遅延加算回路１２４２は、図５に示すように、「ｅ０」データを生成するた
めに、「ｅ列０行」のサンプル点と受信開口の振動子との距離に基づいて、「ｃ３」信号
、「ｄ１」信号、「ｅ０」信号、「ｆ１」信号及び「ｇ３」信号それぞれを第１メモリ１
２３から読み出し、読み出した５つの信号を加算する。また、受信遅延加算回路１２４２
は、読み出したデジタル信号を第２メモリ１２４１に格納する。
【００５５】
　次に、受信遅延加算回路１２４２は、図５に示すように、「ｆ０」データを生成するた
めに、「ｆ列０行」のサンプル点と受信開口の振動子との距離に基づいて、「ｄ３」信号
、「ｅ１」信号、「ｆ０」信号、「ｇ１」信号及び「ｈ３」信号それぞれを第１メモリ１
２３から読み出し、読み出した５つの信号を加算する。また、受信遅延加算回路１２４２
は、読み出したデジタル信号を第２メモリ１２４１に格納する。
【００５６】
　同様に、受信遅延加算回路１２４２は、深さ方向を移動して、「１行」の反射波データ
を生成する。すなわち、受信遅延加算回路１２４２は、「ｃ１」データ、「ｄ１」データ
、「ｅ１」データ及び「ｆ１」データの生成を行なう。
【００５７】
　ここで、本実施形態の方法で反射波データを生成する場合、単位サンプル点の反射波デ
ータの生成速度は、従来法と比較して向上する。この点について説明すると、「ｃ０」デ
ータを生成するために、受信遅延加算回路１２４２は、第１メモリ１２３から５回、デジ
タル信号を読み出す。しかし、「ｃ０」データの生成に用いた５つのデジタル信号の中で
、「ｄ１」信号は、「ｅ０」データを生成する際にも、用いことができる。また、「ｄ０
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」データの生成に用いた５つのデジタル信号の中で、「ｅ１」信号は、「ｆ０」データを
生成する際にも、用いことができる。ここで、ビーム形成部１２４は、内部に「ｄ１」信
号及び「ｅ１」信号を既に取り込んでいる。すなわち、第２メモリ１２４１には、「ｄ１
」信号及び「ｅ１」信号が格納されているので、受信遅延加算回路１２４２は、「０行」
のサンプル点のデータ生成で共通して用いられるデジタル信号を１回だけ読み出せば良い
こととなる。
【００５８】
　図３に示す従来法の場合、「０行」の４つのサンプル点のデータを生成するためのアク
セス回数は、「５×４＝２０」回となるが、図５に示す本実施形態の方法の場合、「０行
」の４つのサンプル点のデータを生成するためのアクセス回数は、２つのデジタル信号が
共通して使用可能であるため、「５×４－２＝１８」回となる。図５に示す本実施形態の
方法の場合、１つの行において、４つのサンプル点のデータを生成するためのアクセス回
数は、１８回となる。
【００５９】
　ここで、１本の走査線上のサンプル点の数が「１０２４」であるとする。かかる場合、
本実施形態の方法では、１回の超音波送信で４つの反射波データを生成するために第１メ
モリ１２３にアクセスする回数は、「１８×１０２４＝１８４３２」回となり、図３に示
す従来法でのアクセス回数「２０４８０」回より減少する。
【００６０】
　また、１フレーム分の反射波データを生成するために、送信開口は、順次移動される。
本実施形態の方法では、例えば、同時受信数「４」で、合計８本の反射波データを生成す
るために第１メモリ１２３にアクセスする回数は、「２×１８×１０２４＝３６８６４」
回となり、図３に示す従来法でのアクセス回数「４０９６０」回より減少する。また、本
実施形態の方法では、例えば、同時受信数「４」で、合計１６本の反射波データを生成す
るために第１メモリ１２３にアクセスする回数は、「４×１８×１０２４＝７３７２８」
回となり、図３に示す従来法でのアクセス回数「８１９２０」回より減少する。
【００６１】
　このように、本実施形態では、方位方向で整相加算処理を行なうことで、深さ方向で整
相加算処理を行なう従来法と比較してアクセス回数が減少するので、１フレーム分の反射
波データの生成に要する時間を短縮することができる。その結果、本実施形態では、並列
同時受信法を高いフレームレートで行なうことができる。
【００６２】
　更に、本実施形態に係る方法を行なう場合、同時受信数を増加させることで、アクセス
回数を更に減少させることができる。この点について、図６を用いて説明する。図６では
、同時受信数が「８」である場合を示している。図６では、「ｆ列」及び「ｇ列」の中心
方向を中心軸とする超音波ビーム（図中の下向きの矢印を参照）を送信することで、「ｃ
列」、「ｄ列」、「ｅ列」、「ｆ列」、「ｇ列」、「ｈ列」、「ｉ列」及び「ｊ列」それ
ぞれの反射波データ（図中の８本の上向きの矢印を参照）を生成する場合を例示している
。図６に示すように、受信遅延加算回路１２４２は、方位方向に沿ってサンプル点のデー
タを生成するため、まず、８ビーム同時受信の「０行」の「ｃ０」データ～「ｊ０」デー
タの生成を行なう。
【００６３】
　ここで、「ｃ０」データの生成は、「ａ３」信号、「ｂ１」信号、「ｃ０」信号、「ｄ
１」信号及び「ｅ３」信号が用いられる。「ｄ０」データの生成は、「ｂ３」信号、「ｃ
１」信号、「ｄ０」信号、「ｅ１」信号及び「ｆ３」信号が用いられる。「ｅ０」データ
の生成は、「ｃ３」信号、「ｄ１」信号、「ｅ０」信号、「ｆ１」信号及び「ｇ３」信号
が用いられる。「ｆ０」データの生成は、「ｄ３」信号、「ｅ１」信号、「ｆ０」信号、
「ｇ１」信号及び「ｈ３」信号が用いられる。「ｇ０」データの生成は、「ｅ３」信号、
「ｆ１」信号、「ｇ０」信号、「ｈ１」信号及び「ｉ３」信号が用いられる。「ｈ０」デ
ータの生成は、「ｆ３」信号、「ｇ１」信号、「ｈ０」信号、「ｉ１」信号及び「ｊ３」
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信号が用いられる。「ｉ０」データの生成は、「ｇ３」信号、「ｈ１」信号、「ｉ０」信
号、「ｊ１」信号及び「ｋ３」信号が用いられる。「ｊ０」データの生成は、「ｈ３」信
号、「ｉ１」信号、「ｊ０」信号、「ｋ１」信号及び「ｌ３」信号が用いられる。
【００６４】
　図６に示すように、「ｄ１」信号は、「ｃ０」データの生成及び「ｅ０」データの生成
において共通して用いられ、「ｅ１」信号は、「ｄ０」データの生成及び「ｆ０」データ
の生成において共通して用いられる。また、図６に示すように、「ｆ１」信号は、「ｅ０
」データの生成及び「ｇ０」データの生成において共通して用いられる。また、図６に示
すように、「ｇ１」信号は、「ｆ０」データの生成及び「ｈ０」データの生成において共
通して用いられる。また、図６に示すように、「ｈ１」信号は、「ｇ０」データの生成及
び「ｉ０」データの生成において共通して用いられる。また、図６に示すように、「ｉ１
」信号は、「ｈ０」データの生成及び「ｊ０」データの生成において共通して用いられる
。
【００６５】
　更に、図６に示すように、「ｅ３」信号は、「ｃ０」データの生成及び「ｇ０」データ
の生成において共通して用いられ、「ｆ３」信号は、「ｄ０」データの生成及び「ｈ０」
データの生成において共通して用いられる。また、図６に示すように、「ｇ３」信号は、
「ｅ０」データの生成及び「ｉ０」データの生成において共通して用いられ、「ｈ３」信
号は、「ｆ０」データの生成及び「ｊ０」データの生成において共通して用いられる。
【００６６】
　このように、本実施形態の方法を用いて、８ビーム同時受信で「０行」の８つのサンプ
ル点のデータを生成する場合、１０個のデジタル信号は、共通で使用することができる。
例えば、「ｃ０」データの生成に用いた「ｄ１」信号は、第２メモリ１２４１に記憶され
ている。このため、「ｅ０」データの生成時には、受信遅延加算回路１２４２は、第１メ
モリ１２３にアクセスして「ｄ１」信号を読み出す必要がない。
【００６７】
　図３に示す従来法で４ビーム同時受信を行なう場合、「０行」の８つのサンプル点のデ
ータを生成するためのアクセス回数は、「５×８＝４０」回である。これに対して、図５
に示す本実施形態の方法で４ビーム同時受信を行なう場合、「０行」の８つのサンプル点
のデータを生成するためのアクセス回数は、合計４つのデジタル信号が共通して使用可能
であるため、「５×８－４＝３６」回となる。そして、図６に示す本実施形態の方法で８
ビーム同時受信を行なう場合、「０行」の８つのサンプル点のデータを生成するためのア
クセス回数は、１０個のデジタル信号が共通して使用可能であるため、３８回より更に減
少して、「５×８－１０＝３０」回となる。
【００６８】
　ここで、１本の走査線上のサンプル点の数が「１０２４」であるとする。かかる場合、
本実施形態の方法では、１回の超音波送信で８つの反射波データを生成するために第１メ
モリ１２３にアクセスする回数は、「３０×１０２４＝３０７２０」回となる。すなわち
、８つの反射波データを生成するために行なわれるアクセス回数は、従来法で４ビーム同
時受信を行なう場合は「４０９６０」、本実施形態の方法で４ビーム同時受信を行なう場
合は「３６８６４」、本実施形態の方法で８ビーム同時受信を行なう場合は「３０７２０
」となる。
【００６９】
　また、本実施形態の方法では、例えば、同時受信数「８」で、合計１６本の反射波デー
タを生成するために第１メモリ１２３にアクセスする回数は、「２×３０×１０２４＝６
１４４０」回となる。すなわち、１６本の反射波データを生成するために行なわれるアク
セス回数は、従来法で４ビーム同時受信を行なう場合は「８１９２０」、本実施形態の方
法で４ビーム同時受信を行なう場合は「７３７２８」、本実施形態の方法で８ビーム同時
受信を行なう場合は「６１４４０」となる。
【００７０】
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　このように、本実施形態の方法は、従来法よりアクセス回数を減少させることができ、
更に、同時受信数を増やすことで、アクセス回数を減少させることができる。
【００７１】
　なお、上記は、第２メモリ１２４１が、反射波データの生成に用いられたデジタル信号
を、１行を１単位で記憶する場合を前提として説明したものである。すなわち、上記では
、第２メモリ１２４１は、「ｎ行」の処理中、反射波データの生成に用いられたデジタル
信号を記憶し、「ｎ行」の処理が終わった後は、記憶するデジタル信号を消去する。そし
て、第２メモリ１２４１は、「ｎ＋１行」の処理中、反射波データの生成に用いられたデ
ジタル信号を記憶し、「ｎ＋１行」の処理が終わった後は、記憶するデジタル信号を消去
する。
【００７２】
　しかし、本実施形態は、第２メモリ１２４１が、反射波データの生成に用いられたデジ
タル信号を、例えば、２行、３行等の複数行を１単位として記憶する場合であっても良い
。かかる場合、例えば、「０行」の処理と「１行」の処理とで共通して使用可能なデジタ
ル信号が増えるので、アクセス回数の削減効果は、更に向上する。また、本実施形態は、
第２メモリ１２４１が、同時受信数が「Ｍ」の場合に、複数回（Ａ回）の超音波送受信が
行なわれることで「Ａ×Ｍ」本の反射波データが生成されるまで、デジタル信号を記憶す
る場合であっても良い。「Ａ」は、任意の整数として設定される。また、本実施形態は、
第２メモリ１２４１が、１フレーム分の反射波データが生成されるまで、デジタル信号を
記憶する場合であっても良い。すなわち、第２メモリ１２４１が記憶する単位は、第２メ
モリ１２４１の容量に応じて、任意に決定される。また、本実施形態では、第２メモリ１
２４１が、ビーム形成部１２４の内部メモリである場合について説明したが、外部メモリ
である場合であっても良い。
【００７３】
　次に、図７を用いて、本実施形態に係る超音波診断装置の処理について説明する。図７
は、本実施形態に係る超音波診断装置の処理の一例を説明するためのフローチャートであ
る。なお、図７では、同時受信数が「Ｍ」であり、１走査線上に設定されたサンプル点の
個数が「Ｎ」である場合について説明する。また、図７では、１回の送受信により、「Ｍ
×Ｎ」個のサンプル点のデータが生成されることで、「Ｍ」本の反射波データが生成され
る場合を示している。また、図７では、第２メモリ１２４１が、同時受信数分の複数の走
査線の反射波データが生成されるまで、デジタル信号を記憶する場合を示している。
【００７４】
　図７に示すように、本実施形態に係る受信遅延加算回路１２４２は、同時受信数（Ｍ）
分のデジタル信号が、第１メモリ１２３に格納されたか否かを判定する（ステップＳ１０
１）。ここで、格納されていない場合（ステップＳ１０１否定）、受信遅延加算回路１２
４２は、同時受信数（Ｍ）分のデジタル信号が格納されるまで待機する。
【００７５】
　一方、同時受信数（Ｍ）分のデジタル信号が格納された場合（ステップＳ１０１肯定）
、受信遅延加算回路１２４２は、「ｎ＝０、ｍ＝１」に設定し（ステップＳ１０２）、「
ｍ列ｎ行」のサンプル点で用いるデジタル信号の中で、第２メモリ１２４１に未格納のデ
ジタル信号を特定する（ステップＳ１０３）。
【００７６】
　そして、受信遅延加算回路１２４２は、第１メモリ１２３から未格納のデジタル信号を
読み込んで、第２メモリ１２４１に格納する（ステップＳ１０４）。そして、受信遅延加
算回路１２４２は、「ｍ列ｎ行」のサンプル点の反射波データを生成する（ステップＳ１
０５）。
【００７７】
　そして、受信遅延加算回路１２４２は、「ｍ＝Ｍ」であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ１０６）。ここで、「ｍ」が「Ｍ」より小さい場合（ステップＳ１０６否定）、受信遅
延加算回路１２４２は、「ｍ＝ｍ＋１」に設定し（ステップＳ１０７）、ステップＳ１０
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３に戻る。
【００７８】
　一方、「ｍ＝Ｍ」である場合（ステップＳ１０６肯定）、受信遅延加算回路１２４２は
、「ｎ＝Ｎ－１」であるか否かを判定する（ステップＳ１０８）。ここで、「ｎ」が「Ｎ
－１」より小さい場合（ステップＳ１０８否定）、受信遅延加算回路１２４２は、「ｎ＝
ｎ＋１」に設定し（ステップＳ１０９）、ステップＳ１０３に戻る。
【００７９】
　一方、「ｎ＝Ｎ－１」である場合（ステップＳ１０８肯定）、受信遅延加算回路１２４
２は、「Ｍ」本の反射波データを生成したと判定し、処理を終了する。
【００８０】
　上述してきたように、本実施形態では、並列同時受信法を実行する際に、受信ビームの
形成を、深さ方向ではなく、方位方向に行なうことで、同時受信数分の反射波データの生
成に要する時間を短縮することができる。その結果、本実施形態では、並列同時受信法を
高いフレームレートで行なうことができる。
【００８１】
　また、本実施形態では、ビーム形成部１２４内に一定のメモリアレイを設けて外部メモ
リから読み込んだデジタル信号を保持することで、共通して使用可能なデジタル信号を確
保できる。その結果、本実施形態では、外部メモリへ無駄なアクセスを行なうことが回避
できる。
【００８２】
　なお、近年、超音波診断装置の小型化が進められており、例えば、装置本体１０を構成
する処理部の一部が超音波プローブ１の内部に格納された超音波診断装置や、装置本体１
０が超音波プローブ１の内部に格納された超音波診断装置が実用化されている。かかる超
音波診断装置では、例えば、図１に示す送信部１１及び受信部１２が少なくとも超音波プ
ローブ１に内蔵されることで、上述したビーム形成を行なうことができる。
【００８３】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意
の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、ビーム形
成部１２４は、受信部１２とは別途設置される場合であっても良い。更に、各装置にて行
なわれる各処理機能は、その全部又は任意の一部が、ＣＰＵ及び当該ＣＰＵにて解析実行
されるプログラムにて実現され、或いは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして
実現され得る。
【００８４】
　以上、説明したとおり、本実施形態によれば、並列同時受信法を高いフレームレートで
行なうことができる。
【００８５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００８６】
　１　超音波プローブ
　２　モニタ
　３　入力装置
　１０　装置本体
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　１１　送信部
　１１１　レートパルサ発生器
　１１２　送信遅延回路
　１１３　送信パルサ
　１２　受信部
　１２１　プリアンプ
　１２２　Ａ／Ｄ変換器
　１２３　第１メモリ
　１２４　ビーム形成部
　１２４１　第２メモリ
　１２４２　受信遅延加算回路
　１３　Ｂモード処理部
　１４　ドプラ処理部
　１５　画像生成部
　１６　画像メモリ
　１７　内部記憶部
　１８　制御部

【図１】 【図２】

【図３】
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